
 

 

 

 

指定管理者の公募について 

 
■ 内 容   

    １  公募する施設 

    桐生が岡遊園、吾妻公園及び水道山公園 

   

２  

 

指定管理者の業務 

◆桐生が岡遊園地 

   （１）桐生が岡遊園地の施設及び遊器具の使用に関すること。 

（２）桐生が岡遊園地の施設及び遊器具の維持管理に関すること。 

（３）その他施設の管理上、市長が必要と認める業務 

◆吾妻公園及び水道山公園 

（１）指定管理施設の使用の許可に関すること。 

（２）指定管理施設の維持管理に関すること。 

（３）その他施設の管理上、市長が必要と認める業務  

      

３  指定期間 

       令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで ５年間 

      

４  応募資格 

       法人その他の団体、または複数の団体により構成されるグループ 

       ◆桐生が岡遊園地・・・・・・・・群馬県内に事務所または事業所を有す

るものに限ります。 

       ◆吾妻公園及び水道山公園・・・・桐生市内に事務所または事業所を有す

るものに限ります。 

                                   

裏面につづく 

令和5年6月30日 

都市整備部公園緑地課 

指定管理期間が令和６年３月３１日で満了いたします 

桐生が岡遊園地、吾妻公園及び水道山公園につきまして、

指定管理者の募集を行います。 

桐生市報道発表資料 
桐生市 



５  募集要項の配布期間 

       令和５年７月３日（月）から令和５年８月１８日（金）まで 

      

６  募集要項の配布場所 

       桐生市ホームページ 

 

                          

⑧働きがいも経済成長も⑪住み続けられるまちづくりを⑰パートナーシップで目標を達成しよう
⑰パートナーシップで目標を達成しよう

 

【問い合わせ】 
都市整備部公園緑地課公園管理係 
担当 藤本、清水 
TEL 0277-46-1111（内線747） 


